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会  議  記  録 

会 議 名 称 杉並区子ども・子育て会議（令和５年度第３回） 

日    時 令和５年１２月１２日（火）１９時０２分～２０時４３分 

場    所 杉並区役所 中棟６階 第４会議室 

出 
 

席 
 

者 

委員名 

小川委員、佐藤委員、高田委員、宮内委員、小俣委員、久保田委員、 

手島委員、東郷委員、大村委員、大山委員、根岸委員、狩野委員、 

小林委員、四童子委員、中村委員 

事務局 

子ども家庭部長、子ども政策担当課長、地域子育て支援課長、子ども家

庭支援課長、保育課長、保育施設担当課長、児童青少年課長、学童クラ

ブ整備担当課長、障害者施策課長、杉並保健所保健サービス課長 

傍 聴 者 数  ４名 

配  付  資 

料 等 

資料１   杉並区子ども・子育て会議委員名簿及び席次表 

資料２   杉並区子ども・子育て会議事務局名簿 

資料３   杉並区子ども・子育て支援事業計画の進捗状況（令和４年

度分）に係る点検・評価について（案） 

資料４   子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について 

      （別紙）特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係

る利用定員の変更並びに廃止等 

会議次第 

 

 

 

１ 開 会 

２ 委員紹介 

３ 議題及び報告事項等 

 （１）子ども・子育て支援事業計画の点検・評価（令和４年度分）（案）

について 

 （２）教育・保育施設及び地域型保育事業における利用定員の設定に

ついて 

４ その他 

大山会長  それでは、定刻になりましたので、令和５年度第３回杉並区子ども・

子育て会議を開催いたします。 

 最初に、事務局から連絡事項や資料の確認をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 まず、定足数の確認をさせていただきます。 

 定足数につきましては、条例第６条第２項によりまして、委員の半数

以上の出席で成立いたします。本日、事前に有馬委員、与謝野委員の２

名の方から欠席のご連絡を頂いております。吉本委員がまだ到着されて

おりませんが、委員の半分以上の出席がございますので、会議は有効に

成立しています。 

 続きまして、資料の確認をいたします。 

 まず、事前にお送りした資料ですが、本日の次第が１枚、本日の議題

は２件となります。続きまして、資料１「委員名簿」、裏面に本日の席次

が記載されています。 

 資料２「事務局名簿」、資料３「杉並区子ども・子育て支援事業計画の

進捗状況（令和４年度分）に係る点検・評価について（案）」、資料４「子

ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定について」及び別紙として

「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の変更並

びに廃止等」となっています。 
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 加えまして、本日、席上に「杉並区障害者施策推進計画（案）・杉並区

高齢者施策推進計画（案）に関する区民等の意見提出手続について（依

頼）」を冊子とともにお配りしております。こちらは、杉並区保健福祉計

画の分野別計画といたしまして、令和６年度を始期といたします障害者

施策推進計画及び高齢者施策推進計画の案が今般まとまりましたこと

から、パブリックコメントを実施している旨をお知らせするものです。

各計画案につきましてご意見がございましたら、記載の方法でお寄せい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 資料は以上となります。不足等がございましたら、職員にお声がけく

ださい。 

 引き続きまして、今度は、録音、記録の説明をさせていただきます。 

 本日の会議につきましては、会議記録の作成のために音声の録音をさ

せていただいておりますが、録音した音声そのものは公表いたしません

ので、ご了承いただければと思います。 

 会議記録につきましては、発言の要旨を記録する形でまとめさせてい

ただきます。委員の皆様に内容の確認をしていただいた後に、区の公式

ホームページ上で公表いたします。会議終了後、３週間以内を目途に公

表してまいりたいと考えておりますので、内容の確認等について、スケ

ジュールがタイトになりますが、ご協力をよろしくお願いします。 

 長くなりましたが、事務局からの確認事項は以上です。 

大山会長  それでは、効率的かつ活発な議論を行ってまいりたいと思います。１

つの議題につきましては、説明・質疑を合わせて 20 分程度を目途にし

ていただければと思います。議事進行にご理解、ご協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、早速議事に入ります。 

 まずは、議題１「子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について」、

説明をお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 それでは、私から「子ども・子育て支援事業計画の点検・評価（令和

４年度分）（案）」についてご説明させていただきます。 

 恐れ入りますが、資料３をご覧ください。 

 国では平成 24 年８月に、子ども・子育て支援法をはじめとする関係

法令を制定いたしまして、平成 27 年度からこれらの法律に基づく子ど

も・子育て支援新制度が本格実施されています。 

 新制度では、子ども・子育てを取り巻く環境変化を踏まえ、区市町村

を実施主体として、幼稚園や保育施設に加え、地域のニーズに応じた総

合的な子ども・子育て支援の拡充を計画的に進めることとされていま

す。 

 こうしたことを踏まえまして、区では、平成 27年度に「子ども・子育

て支援事業計画」を策定し、平成 29年度には平成 30、31年度の２か年

の計画改定を行いました。その後、国の「基本指針」を踏まえまして、

令和２年度から６年までの５か年間を計画期間とした第２期の子ども・

子育て支援事業計画を策定したという流れになっています。 

 区では、子ども・子育て支援事業計画の着実な推進を図るため、資料

３の１枚目の１「点検・評価の目的」にもありますが、子ども・子育て

会議に毎年度におけるこの計画の進捗状況を報告することにより、その

結果を受けて必要な措置を講じていくことを目的として、点検・評価を

行っています。 

 点検・評価の対象となります事業につきましては、資料３の２「対象
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事業」の「就学前教育・保育」の２事業と「地域子ども・子育て支援事

業」の 13事業となります。 

 それでは、点検・評価の方法について確認させていただきます。 

 資料をおめくりいただきますと、最初のページに凡例を載せています

のでご覧ください。 

 まず、各対象事業の「(1)事業の概要」に、事業の概要を簡潔に記載し

ています。その上で、「(2)計画と実績」では、対象年度に必要とされる

需要量に当たる「量の見込み」、どのくらい必要なのかということと、そ

の需要に対する供給量に当たる確保量、どのくらいその需要に対して用

意をされているかというものの計画値と実績値を記載しています。ま

た、現在の計画は令和４年度中に中間年の見直しを行ったために、見直

しがあった数値につきましては下線を引いて表記しています。 

 これに加えまして、対象年度にどのような取組を行い、それに対して

どのような実績や課題があったのか、さらには今後の見通しと対応の方

向性について、(3)、(4)の欄に記載しているという流れです。 

 また、めくっていただき２ページ目になりますが、必要に応じまして、

「参考資料」として、点検・評価に引用しました統計の数値などを記載し

ています。 

 なお、評価区分のうち、区分Ⅰの「就学前の教育・保育」、区分Ⅱの６

の「延長保育」、９の「学童クラブ」につきましては、令和４年度中の施

設整備等の結果が本年４月または５月の定員として表れてまいります

ので、令和５年度の欄が対象年度となります。 

 子ども・子育て支援事業計画につきましては、前回ご配付させていた

だきました冊子「子ども家庭計画」の 90 ページ以降に掲載されており

ます。 

 それでは、対象事業の令和４年度の実施状況及び今後の見通しと対応

の方向性を中心に内容を確認してまいります。 

 なお、個別の事業のところでも触れさせていただきますが、令和４年

度はまだ新型コロナウイルス感染症の影響が残っていたこともありま

して、利用実績が減少しているものもあります。この点につきましても

ご考慮いただければと思います。 

 それでは、１ページ、まず「教育施設」です。 

 当該事業につきましては、令和４年度に取り組んだ結果が各年５月１

日現在の実績として表されますので、令和５年度の欄が対象年度となり

ます。 

 令和５年度につきましては、36 園の私立幼稚園と６園の子供園で教

育・保育を提供しましたが、利用者数及び認定者数は年々減少している

状況です。 

 今後についてですが、各私立幼稚園に対しましても、引き続き運営等

の一部補助を実施するなど、必要な運営支援に努めていくとともに、私

立幼稚園と連携・協力を図り、教育・保育環境の充実に向けて検討を行

ってまいりたいと考えています。 

 続きまして、３ページ、「保育施設」です。 

 当該年度は、新設４園、増築１園をした結果、新たに 220人分の保育

定員を確保しました。これにより、認可保育所への入所決定率は 97.3％

になるとともに、待機児童ゼロを継続して達成いたしました。 

 今後は、保育の質を確保する体制を整えるとともに、待機児童ゼロの

継続を前提として、保育需要の増加が鈍化しつつある現状を踏まえ、必
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要となる保育定数の確保を進めてまいります。引き続き、歳児別、地域

別の保育需要を見きわめながら認可保育所の整備を進めるとともに、保

育の質を確保する取組をより一層進めてまいります。 

 続きまして、５ページ、「妊婦健康診査」です。 

 妊娠届出者数の減少によりまして受診者数が減少したため、全体の実

績は計画値を下回っています。しかしながら、６ページ、参考資料の(1)

にありますとおり、妊婦健康診査の受診率につきましては、前年より高

くなっています。これは、妊娠届の届出時に行うゆりかご面接等で受診

勧奨を適切に行っている結果と考えています。 

 今後も妊娠期から安心して過ごすことができるように、産科医療機関

と連携いたしまして、支援が必要な妊産婦の早期発見に努め、適切な支

援につなげていく考えです。 

 続きまして、７ページ「すこやか赤ちゃん訪問」です。 

 当該年度は出生数の減少に伴い、訪問件数は前年度に比べて減少した

ものの、引き続き全件訪問を基本とし、安心して子育てできる環境の整

備に努めてまいります。また、訪問に対し不安が強い家庭に対しまして

は、電話による聞き取りを行い、継続的に関わることでその後の状況を

把握して、必要な支援につなげてまいります。 

 続きまして、９ページ「利用者支援」です。 

 子どもセンターにおける相談件数は前年度と比べて減少しておりま

すが、来所による相談は前年度より増加しました。また、子ども・子育

てプラザにつきましては、令和５年９月に高井戸地域にプラザ下高井戸

を開設し、これで区内７地域に１所ずつ子ども・子育てプラザが整備さ

れました。 

 続きまして、11ページ「乳幼児親子のつどいの場」です。 

 つどいの広場につきましては、建物工事のために休止していた１所が

令和４年４月より活動を再開いたしました。また、運営事業者連絡会を

開催しまして、利用につなげるための周知方法やイベントの実施につい

て各事業者間で意見交換を行ったところです。 

 少し飛びまして、次に 17ページ「地域における一時預かり」です。 

 一時預かり事業につきましては、保護者の通院や育児疲れの解消のた

め一時的に保育が困難になる子育て家庭からの一定のニーズが見込ま

れる事業と考えておりますが、本事業を取り巻く環境の変化を踏まえ、

必要な見直しを検討して参ります。 

 続きまして、21ページ「病児保育」です。 

 利用者は保育園在園児が増えていることに伴いまして、病児保育の需

要も増えています。これに対応するために、令和６年度に５か所目の開

設を予定しています。今後も地域バランス等を考慮して、新たな施設の

設置を検討してまいりたいと考えています。 

 続きまして、25ページ「学童クラブ」です。 

 学童クラブにつきましては、当該年度は宮前北学童クラブの第二学童

クラブ整備、既存学童クラブの拡張等によりまして、令和５年度からの

区立の受入れ枠については合計で 156名の拡大を図りました。一方で、

令和５年度当初で 280人の待機児童が発生している状況です。こうした

ことを踏まえまして、各学童クラブの状況に応じた受入れ数の拡大な

ど、引き続き待機児童対策に努めてまいります。 

 続きまして、27ページ「子どもショートステイ」です。 

 本事業につきましては、引き続き関係機関との連携を図っていくこと
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に加えまして、支援を必要とする家庭が増加しているということから、

委託施設の増を含めまして、事業の拡充を検討してまいります。 

 次に、29 ページでございます。「要保護児童等の支援のための事業」

です。 

 事業全体の利用者数につきましては前年度に比べて減少しておりま

すが、要支援家庭育児支援ヘルパー事業につきましては、サービスを利

用する時間について柔軟に対応できるようにしたことから、利用者数が

増加しております。 

 今後は、専門相談員の人材確保や研修会の開催を通じて、支援の充実

を図ってまいりたいと考えております。 

 最後に、33ページ「新規参入施設への巡回支援等」でございます。 

 区では、区内の各保育施設等に対しまして、区立保育園の園長経験者

による巡回訪問のほか、医師及び心理専門職による定期的な訪問を実施

し、保育内容や保育環境の向上のための指導・助言を行うとともに、電

話相談による指導を行うなど様々な対策を講じてまいりました。 

 今後も同様な対応が可能となる体制を継続して確保して、区全体の保

育の質をさらに上げていきたいと考えております。 

 点検・評価の概要につきましては以上でございます。 

子ども家庭部

長 

 ただ今説明した内容で、もう少し補足的にご説明をさせていただきた

い箇所があるので、担当課長から直接ご説明させていただきます。 

大山会長  お願いいたします。 

子ども家庭支

援課長 

 27ページの「子どもショートステイ」でございます。 

 子どもショートステイ事業につきましては、年度の後半に育児疲れを

理由とする利用者が急増いたしまして、昨年度に比較して 76 人の増と

なっております。また、同事業につきましては、児童養護施設及び乳児

院での実施をしておりますが、施設での宿泊をためらう利用希望者がい

たことや、休日に利用が集中するなど、希望する日程に使えないといっ

たことがあったため、令和５年度から委託家庭でのショートステイ事業

を開始することにいたしました。 

 次に、29ページも少し補足をさせていただきます。事業全体の利用者

数は前年度に比べ減少しておりますが、要支援家庭育児支援ヘルパーの

事業につきましては、保育園の送迎が可能となるようにサービスの利用

時間を見直すとともに、多子世帯へのヘルパー複数派遣を可能としたこ

とから、利用者数が増加しております。また、要保護児童の家庭におき

ましては複合的な課題を抱えている場合もあり、多様な支援が求められ

ていることから、専門相談員の人材確保や研修会、連絡会の開催を通し

て支援の充実を図ってまいります。 

 以上でございます。 

大山会長  子ども・子育て支援事業計画の着実な推進を図るため、毎年度行う点

検・評価について、令和４年度の取組状況をご説明いただきました。 

それでは、内容についてご意見、ご質問等ございましたら挙手をお願

いいたします。 

四童子委員  ご説明ありがとうございます。 

 まず、３ページ「保育施設」に関してご質問いたします。 

 令和５年度の障害児受入れ枠の計画値と実績値をお示しいただけま

すでしょうか。 

保育施設担当  今、手元に資料がないため、お調べして後ほど回答させていただきま
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課長 す。 

四童子委員  お願いします。 

 毎年思うのですが、なぜこの表組に障害児受入れ枠を記載していただ

けないのでしょうか。障害児受け入れ枠の変化は私たち保護者にとって

大変重要なことです。置き去りにしないでいただきたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

大山会長  ほかの委員の皆様からのご質問はいかがでしょうか。 

手島委員  私からも３ページについて。待機児童がゼロということは、非常にすば

らしい実績だと思っています。そうした中、次は質の確保が大きなテーマ

ということで、今後の見通し等の中では「更なる保育の質の確保」という

記載があります。具体的に「更なる保育の質の確保」というのはどういう

イメージ、どういうことを想定しているのか教えていただければと思い

ます。 

保育課長  質の確保ですが、これまで行ってきた保育施設の巡回等は引き続き行

ってまいります。そのほか、多様な保育という部分にも関わってきます

が、例えば医療的ケア児の受け入れのさらなる充実を行ってまいりたい

と思っております。また、保育の質を高めるための地域連携の部分につき

ましては、今年度からこれまで７園だった中核園を 10園に拡充して取組

を強化したところです。また今後については、園児の交流等がコロナの心

配なく行えるような状況になってまいりましたので、そうした取組のさ

らなる充実を図ってまいりたいと考えております。 

小俣委員  説明ありがとうございます。７ページ「すこやか赤ちゃん訪問」のこ

とでお尋ねいたします。 

 すこやか赤ちゃん訪問の件数ですが、大変評価される件数で、ほぼ

100％に近いと前回も伺ったのですけれども、この訪問が増えている割

に継続支援の状況が増加しているように、数字に出ております。先ほど

電話などの対応もされているというお話も少し伺いましたけれども、継

続支援の状況がこれだけ件数が増えている中で、どのようにその部分を

支えていく形で考えていらっしゃるのか伺いたいと思います。 

地域子育て支

援課長 

 確かに継続支援の状況の件数が増えていますが、訪問率が高いという

ところで、継続して支援が必要な方をきちんと捕捉できていることでこ

の件数になっているのではと考えております。 

子ども家庭支

援課長 

 継続支援の方たちですが、その方たちは例えば要支援家庭や要保護家

庭ということで、保健センターと子ども家庭支援センターとで、電話での

相談や直接の訪問、また必要な支援につなげるといったことを１件１件、

担当が支援をしているという状況でございます。 

小俣委員  ありがとうございます。そうしますと、この継続支援が必要だというと

ころはほぼ要支援という形で考えてよろしいですか。 

子ども家庭支

援課長 

 要支援か、もしくは要保護のお子さんということになります。 

小俣委員  私どものつどいの広場でよく聞く話なのですけれども、出産後、訪問

の保健師さんがどれだけ私たちを助けてくださったかという涙ながら

のそういう声を聞いております。その中で、出産後１か月から３か月の

間に、本当に子どもをどうにかしてしまうのではないかと追い詰められ

た状況の時に、一番頼りになったのがすこやか赤ちゃん訪問の保健師さ

んであったという声を最近特に実感として受けております。一時預かり

が生後６か月からということで、１か月から３か月の間にどうにかやり
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こなしたけれども、実際は大変な状況であったという声もあります。 

 その保健師さんが行政サービスにしっかりとつなげてくださったケ

ースとして、例えばですが、そういう時にはこういった広場とか一時預

かりに声を出してＳＯＳを発したほうがいいよ、というアドバイスをも

らったという方がかなり利用されていることは事実です。しかし、要支

援の方々には手が差し伸べられているようですが、実は１か月から３か

月の間に子どもをどうにかしてしまいそうな気持ちになったというこ

とでは、出産から６か月の間のつなぎの部分で、一般の方も継続的なＳ

ＯＳを発することができれば、行政サービスが有効活用されていると思

えます。実は本当に必要な方のところに手が届いていないのではない

か、ということもまた現場で実感しております。 

 ですので、その部分の検証もさらにしていただいて、元気な方々が率

先してそういう行政サービスが使える、もしくは多少障害をお持ちの方

が一時預かりをすんなり使えるのかどうか、そういうところも含めて、

公平的な状況で行政サービスが使われているのかというところは、20年

近く社会資源として私どもがやってきた中で、もう一度検証していただ

くべきところだと思います。 

 要支援のご家庭に関してはかなり手厚くしていただいているのでは

ないかと感じているところですが、実は要支援と同じような一般のご家

庭も地域には存在しているということ、私たちも行政の方々に発信して

まいりますので、そこで協働事業というか、方向性をともに考えていた

だきながら、一般のご家庭でも危ういご家庭が大変多くなっているとい

うこともぜひご一緒に考えていただけたらなと思います。 

 ありがたい数字ですので、また、保健師さんに助けていただいたとい

う声もある反面、自分のところは何も支えていただけなかったという声

も実際はございますので、そうした辺りの考え方をぜひ共通して持って

いただきたいと思います。 

保育施設担当

課長 

 先ほどの四童子委員のご質問にご回答させていただきます。先ほどは

即答できず申し訳ありません。今現在、区立、私立合わせまして保育園の

障害児枠は 91 枠ございまして、在籍している方が 80 名といった状況で

ございます。 

 ここを点検・評価の対象とすべきだというご意見ですが、子ども・子育

て支援事業計画上、点検・評価の対象になっていないため、記載はできな

いところではありますが、区としては相談の窓口や各園からの情報、あと

は先ほどお伝えした巡回訪問などで実態をきちんと把握して、需要の把

握と供給に努めていきたいと考えてございます。 

四童子委員  どうもありがとうございます。区内の障害児数は年々増え続けていま

す。現状、障害児受け入れ枠は 91枠あるということですが、課題と感じ

ていることをお示しいただけますでしょうか。 

保育施設担当

課長 

 障害児の方たち以外にも、配慮が必要なお子さんが大変増えている状

況です。そちらについて課題と感じております。そういった方たちに対し

てどういった保育が提供できるのか、公立、私立含めて保育課として支え

ていくという視点が重要だと考えてございます。 

四童子委員  ありがとうございます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

高田委員  小俣委員がおっしゃっていたことと同じになりますが、「すこやか赤

ちゃん訪問」のところで、(3)の産後うつスケールに引っかかったお母

さん方の率が 11％と書いてあり、かなり高いなと感じています。訪問者
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が 3,772人のうち 11％だと、およそ 300～400 人ぐらいになってくると

思います。その産後うつの可能性があるお母さんたちに、継続的な訪問

のフォローだけではなく、一時保育へのつながりであったり、低月齢の

お子さんと一緒だと一時保育は使えなかったりですとか、自分の子ども

が病気になっている母親は割と産後うつになりやすい傾向があると思

います。そういう場合、低月齢で預けるという判断自体ができない可能

性があるかもしれないので、そういう時に区内の色々な取組につなげて

いただけるようなアドバイスをしていただけるといいなと思いました。 

 自分も子どもに疾患があって産まれたときに、保健師さんに心配され

たことをすごく覚えていて、２人目だったのでそこまでひどくはなかっ

たのですが、とはいえ一時保育に預けるわけにもいかないし、同じ病気

の子どももいないのでどうしたらいいのだろうという状況でした。そう

いった場合もぜひ地域の色々な窓口につなげていただけるといいなと

思いました。 

子ども家庭部

長 

 先ほど小俣委員からあったことも含めて、特に新生児、６か月未満の

お子さんに対するサポートということについて、区としてもどういう形

で安全・安心にサポートが提供できるか、また、要支援、要保護という

ことに至っていないけれども、このＥＰＤＳのスケールでいっても９点

を超えている方が大勢いらっしゃるということも、もちろん理解してい

るところでもあります。国のほうでも今、産後ケア事業を拡充しようと

いうことでいろいろ施策を打ってきておりますが、本当に必要な方にサ

ポートが届いているのかという視点は、今お二方からあったように、私

たちとしてもとても大切だと思っています。 

 保健センターの保健師を含めて、まさに切れ目のない支援ということ

の重要性はこの間もいろいろなところからもご指摘いただいており、実

際に現場で対応している職員も感じているところです。適切に手を差し

伸べて、つながっていくことが大事だろうと思っておりますし、また、

手をつなぐ相手がどこにいるのか、そういうサポートができる場所をど

ういうふうに増やすことができるのかという視点もすごく大事だと思

っています。私たちも同じ思いで取り組んでいきたいと思っていますの

で、ぜひ今後とも実際の現場のお声を届けていただきたいと改めて思っ

ておりますので、よろしくお願いします。 

佐藤委員  私からは、今の関連するところの意見と、ほかの部分について質問が

あります。まず、今の産後の部分ですけれども、先日、11月に行われた

「杉並つながるミーティング」で助産院の方が参加されていて、その方

が産後ケアの事業が必要な方にまだ中々届けられていない、どうやった

ら必要な方に届けられるのかというお話も出ていました。６か月の方に

対してはもうちょっと産後ケアに行けるようにつないでいただいたり、

ほかの県の例になるのですが、０歳０か月の小さい子から６か月までの

ように、一時預かりできない月齢のお子さんのみを預かっている事業を

している地域があったりするので、そのような形についても色々とご検

討いただけるとうれしいです。 

 まず、３ページの「保育施設」の部分で質問ですが、今後、質の向上

に取り組まれるということで、先ほど具体的な内容もお伺いしました

が、来年以降、国としても保育士の配置基準の見直しがされていくと思

いますが、保育士さんたちの働く環境や配置基準の見直しのようなとこ

ろは今後ご検討されているのでしょうか。 
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保育施設担当

課長 

 保育士の配置基準のお話ですが、委員ご指摘のように、最近、４～５

歳児の配置基準を 30対１から 25対１にするという報道がなされていま

す。こちらについては区も注視して対応していきたいと考えておりま

す。 

 現在、区では、例えば１歳児ですと、国の配置基準が６対１、子ども

６名に対して保育士１名ですが、杉並区は独自により厳しい５対１の基

準を設けたり、３歳児についても、国の基準上は 20 対１ですが、ここ

を 15 対１に改善した場合に給付費を多めにお支払いするという取組を

やっております。 

 保育士の配置基準に着目してお伝えすると、そういった面でも保育士

の働く環境に配慮をしているところです。 

佐藤委員  ありがとうございます。自治体の独自の配置基準もあると思います

が、ただ、４～５歳児が 25 人になったとしても、まだほかの国に比べ

ると大分多いと思うので、またその辺りもご検討いただけるとうれしい

です。 

 あともう１点、25ページの「学童クラブ」のところで、今後、待機児

童対策として施設や環境を整えていただくというところだと思うので

すけれども、現在待機児童になっているお子様に対しての一時的な措置

みたいなことは何か検討されているのでしょうか。 

学童クラブ整

備担当課長 

 待機児童になってしまったお子さんに対する受け皿についてのご質

問かと思います。 

 今、現状取り組んでいるのが、児童館がある地域においては、児童館

施設は通常 10 時開館ですけれども、夏休み等の長期休養期間中に待機

児童になってしまったお子さんのご家庭にお声がけをし、児童館の職員

ではないのですが、見守りの職員を配置して、朝８時から児童館で過ご

していただけます。これを「おはようタイム」と呼んでいますが、そう

した事業をやっております。 

 加えまして、児童館がない地域の放課後等居場所事業の場合は、10時

から開所となりますが、登録していただければ利用することができます

ので、そこもご案内しているところでございます。 

子ども家庭支

援課長 

 先ほどの０歳児の一時預かりのお話があったかと思います。一時預か

りということではないのですが、子どもショートステイ事業では０か月

からお預かりしていまして、場合によっては産院から帰ってきてすぐの

お子さんを預かるようなこともしております。施設の預かりということ

なので、なかなかハードルが高いということがありますが、預かりを必

要とされている方にはお勧めをしてお使いいただいているところでご

ざいます。 

小川委員  資料の４ページに、待機児童数が平成 30 年から令和５年４月にかけ

て「０名」と書いてありますが、これは本当にインパクトがあると思い

ます。私、杉並区内や区外のパパとの交流をする機会が多いのですが、

杉並区に住んでいると申し上げると、「待機児童ゼロですよね」という

回答が返ってくるので、本当に効果のある施策だったと思います。 

 一方で、質問ですけれども、この議題に入る前にパブリックコメント

のご案内があったと思います。私も前回の会議からパブリックコメント

に意見を提出したのですが、今日この場に座っても、区のどなたからも

フィードバックがありませんでした。区民の方からのパブリックコメン

トは区民の生の声が届く貴重なことだと思いますが、パブリックコメン

トを提出したときに何かしらのフィードバックはあるのでしょうか。 
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子ども家庭部

長 

 今、小川委員からあったのは、恐らく総合計画・実行計画についての

パブリックコメントをご提出いただいたということだと思います。本当

にありがとうございます。 

 プロセスで申し上げますと、今まさに区の中で区民の方から頂いたコ

メントに対しての回答を作成しているところです。 

 フィードバックについてのお声は非常に多くいただいているところ

でありまして、これは昨年度からですけれども、これまでは同じような

意見はまとめてホームページで回答をお示しする形としていたのです

が、そうすると、自分の意見がどこに書いてあるか分からないというこ

とで、なるべく原文を崩さないような形で、ホームページでご意見を公

表させていただき、それに対して区としての考え方をお示しするという

ことに改善させていただいています。 

 確か330件くらいのご意見をいただいたと取りまとめの部署から聞い

ており、昨年度にも増して多くの方のご意見を頂いております。 

 ご意見の中身も非常に多岐にわたり、子どもの分野だけでなく、都市

整備や区民生活など、様々な分野にいただき、今その回答を鋭意つくっ

ているところですので、もう少しお時間を頂くことになると思います。

来年、年明けになってしまうと思うのですが、ホームページ、それから

区報「広報すぎなみ」などでお返しをしていく予定ですので、もうしば

らくお待ちいただければと思います。 

小川委員  ありがとうございます。区内、区外からも注目されている杉並区だと思

いますので、今後ともよろしくお願いします。 

大山会長  ほかに委員の皆様からはいかがでしょうか。 

小俣委員  先ほどの「すこやか赤ちゃん訪問」ですが、４か月までの乳児のいる全

家庭ということでしたが、今の状況ですと、大体何か月ぐらいの月数で訪

問しているのでしょうか。 

地域子育て支

援課長 

 ４か月健診があるので、その前には回れるように、しかもなるべく早く

ということは考えておりますが、出生通知票が出されて、それがこちらに

郵送で届くまでのタイムラグがございます。通知が届いたらなるべく早

くということで行っております。 

小俣委員  といいますのは、広場に来たお母様で、行政サービスを使いたくても分

からなかった、出産後つながるところがなくて、産んですぐ来たという方

も比較的多くいらっしゃいます。地区の保健師さんが早く来てくださる

方には周知できていることをそれまで受け取っていないという方がいら

したので、大体どのぐらいの時期で回られているのか知りたかったので

す。タイムラグというのは地域的なことではなくて、通知が来たらという

ことになるのですか。 

地域子育て支

援課長 

 郵送に時間がかかるという点は、来年度から出生通知票に二次元コー

ドを載せて、スマートフォンから届出をできるようにし、訪問までの時間

をなるべく早くしようと考えているところです。 

小俣委員  分かりました。では、４か月までの乳幼児のお母様のところに訪問する

というのがもっと早くなるという認識でいいのですか。産まれたら比較

的すぐに保健師さんが来てくださるような状況に。 

地域子育て支

援課長 

 そうしたいと思っております。産まれてから１か月までが一番厳しい

時期だと私どもも把握しております。ＥＰＤＳが９点以上、本当に高いと

きが大体２週間から１か月ぐらいと言われていますので、少しでも早く

ということで、いろいろ取組を進めてまいりたいと考えております。 
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小俣委員  来年からそこが改善される予定ということですか。 

地域子育て支

援課長 

 その予定です。 

大山会長  ほかにいらっしゃいますか。 

宮内委員  ３ページの「保育施設」のところ、保育の質の確保がまさにすごく重

要だなと思います。ニュースを見ていると保育園で色々事故があった

り、場合によっては体罰だったりもあるということが報道されていて、

心配になってくるのではと思っています。 

 その中で、杉並区は保育園の民営化が結構進んでいて、私の今預けて

いる保育園も民営化をしてがらっと変わりました。現時点で何か問題が

あったわけではないのですけれども、今後、こういった民営化でがらっ

と変わったときに何か起こったら怖いなと思うところがあり、そういっ

た点、実際に民営化するに当たってかなり精査をして業者を選んでいら

っしゃるとは思うのですが、その後、実際に正しく運営されているのか

という審査だったり、調査みたいなものはどのようにされているのか、

そこをご回答いただきたいと思います。 

保育施設担当

課長 

 民営化後の区の支援というお尋ねだと認識しています。まず、民営化

に当たっては、民営化の１年前から選定された事業者へ引継ぎを開始

し、12月頃からは合同保育という形で、区立保育園の保育士と新しく選

定された事業者の保育士とが合同で保育をして、お子さんの様子だった

り、園の運営を徐々に引き継ぐという取組をしています。 

 民営化された４月以降には、複数の対応を実施しております。 

 まず１点目が、先ほどご紹介した園長経験者による巡回訪問を、民営

化された初年度についてはより重点的に実施しております。そこで民営

化前と比べてどういったことが起きているかを区もきちんと把握する

ということを行っています。 

 ２点目は民営化後のアンケートという形で、保護者の皆様に６か月後

を目安にアンケートをさせていただいて、お気づきの点やご意見等を頂

きながら、改善点等があれば事業者とともに検討していくということを

行っています。 

 もう１点が法令に基づく指導検査というのがございまして、こちらは

園の運営だったり、保育内容だったり、会計経理といった視点で指導検

査に入って、問題があれば是正をすることを行っています。 

 ２年度目以降につきましては、通常の私立保育園と同じような形で巡

回訪問を続けるとともに、今度は第三者評価実施機関によるアンケート

を実施して利用者のお声を聞き取っていくという取組をしています。こ

れらの取組を通じて、民営化後についても手厚く支援をしていく考えで

進めているところでございます。 

大山会長  ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。 

久保田委員  先ほど保育の質のご質問があったと思うのですが、私ども保育所は補

助金が増えたり、保育士の配置基準も見直されるというところはすごく

喜んでおります。 

 ただ、いわゆる定量的なものだけでは決して保育の質はよくならない

のです。定性的な部分で、杉並区の保育所全体の質を上げるためにどう

したらいいのかというのは、何とか考えていただかないと、子ども主体

の保育と言いながら、保育の質は決して上がっているとは思いません。 

 たまたま昨年まで施設長研修を東京都でさせていただいたのですが、
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東京都内で子ども主体の保育を実現している保育園はすごく少ないと

思います。施設長の皆さん、それこそ疑問を抱えながら、何の解決策も

生まれていないというのが実情だと思います。 

 その中で、ぜひともこの民度の高い杉並区で、何らかの全体のレベル

アップを図れる方策を考えていただきたいと思いますし、そういうこと

をしていただければ喜んで私どももご協力できるところはしたいと思

っています。 

 結局、保育の質が下がるということは、子どもたちの将来が決して明

るいものではないということだと思うので、回答が出ない質問だと思い

ますが、何か一言お聞かせいただきたいと思います。 

子ども家庭部

長 

 ありがとうございます。保育の質の向上にしっかり目を向けようとい

うこと、これは量を増やしている段階でも考えていたところではありま

すが、待機児童ゼロを継続してきている中で、本当に実感を持って、質

が大事だということを現場の方、法人の方、親御さんからそういうお声

を頂いております。私も今年度、区立保育園の民営化のための選定委員

会に審査という立場で関わらせていただいており、実際、その園に通っ

ていらっしゃるお子さんの保護者の方もその選定の場には参加してお

りまして、まさにそういう質の面でのお声を直接私もお聞きしました。 

 久保田委員からあったように、質の向上を図るスケールというのは本

区に限らずなかなか難しいところがあると思っていまして、私たちも悩

みながら色々なことを考えております。 

 一番重要なのは子どもたちの笑顔であったり、生き生きとした姿だっ

たり、あるいは保護者の方の安心、そういうものをいかに私たちとして

多く吸い上げていけるか、実感していただけるかということだと思って

います。 

 久保田委員から頂いたようなご質問は、区としてもすごく重たく受け

止めたのですが、恐らくここにいらっしゃる皆さんそれぞれに私だった

らこうだなというのがあると思うので、できれば杉並区の保育の質の向

上はどう図っていけばいいのかということを、委員の方たち相互にご意

見を出していただくような場面も徐々につくっていけるといいかなと。 

 ぜひ委員の皆さん同士で相互にいろいろなお話をしていただく中で、

私たちもヒントを頂けたらいいなと思っていますので、今の久保田委員

のご質問のお答えになったかどうかちょっと不安なところはあります

が、そういう問題意識を私たちも一緒に持っているということは、ぜひ

ご理解いただきたいなと思います。 

大山会長  ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。 

 ご発言ありがとうございました。それでは、点検・評価につきまして

は了承することといたします。 

 続きまして、議題（２）の「教育・保育施設及び地域型保育事業にお

ける利用定員の設定について」、説明をお願いいたします。 

保育施設担当

課長 

 保育施設担当課長から説明させていただきます。 

 お手元の資料４をご覧ください。「子ども・子育て支援法に基づく利

用定員の設定について」、意見聴取をさせていただきたいと思います。 

 まず、「利用定員」ですが、対になる表現で「認可定員」がございます。 

 「認可定員」は、認可保育所の開設に当たって、東京都知事に申請す

る定員数が「認可定員」となります。 

 今回、お諮りする「利用定員」につきましては、在園児の数や利用の

申込者数、今後の見込みなどに応じて設定するものとなります。 
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 １番では、令和６年４月に向けて、ナンバー１からナンバー５のとお

り利用定員の設定をしたいと考えております。 

 内容に触れていきます。 

 まず、ナンバー１、ナンバー２が「ミアヘルサ保育園ゆらりん荻窪」

とその分園の施設でございます。 

 事由のところに「設置者の変更」と書いてありますが、現在、ライフ

サポート株式会社という運営事業者が実施しておりまして、こちらがミ

アヘルサという事業者に変更になるものでございます。 

 なお、このライフサポート株式会社とミアヘルサとの関係性について

は、ライフサポート社がミアヘルサ社の子会社であり、同一組織内の法

人です。こちらにつきましては、事前に区が保育方針や保育内容が変わ

らないことを書類上確認したり、財務書類により経営上問題がないか審

査、確認しております。認可定員等については記載のとおり、設置者が

そのまま変更になるものです。 

 続けて、ナンバー３「（仮称）永福北保育園」でございます。 

 事由は民営化です。現在、区立保育園、直営で運営している永福北保

育園が令和６年４月にベネッセスタイルケアという事業者が運営する

私立保育園に民営化する予定となってございます。 

 続けて、ナンバー４「（仮称）Pico ナーサリー久我山ガーデン」でご

ざいます。こちらも「民営化」と書いてありますが、少し事情が違い、

現在こちらは、社会福祉法人風の森という事業者が公設民営という形で

運営をしています。区立保育園ですけれども、風の森という民間事業者

が運営を行っているという形態です。 

 こちらにつきまして、令和６年４月に完全に私立保育園になるという

ことで、今回、保育園の名称が「Pico ナーサリー久我山ガーデン」、事

由は「民営化」として設定しております。 

 次のナンバー５「（仮称）井草幼稚園」でございます。 

 こちらの事由が「移行」となっているのですけれども、現在の幼稚園

から、子ども・子育て支援法の新制度に基づく幼稚園に移行するもので

す。 

 認可定員が 70人で、その右の「変更後」に「25」という数字が書いて

あります。届出上は認可定員「70人」ですが、実際の在園児の数が少な

いために、利用定員につきましては 25 人に設定しているということで

数字に差がある状況です。 

 以上が新しく利用定員の設定を行う施設でございます。 

 続きまして、２番目。こちらは意見聴取とは異なりますが、廃止等を

行う園についてご報告をさせていただきます。資料４の別紙をご覧くだ

さい。 

 まず、１番「特定教育・保育施設に係る利用定員の変更」で、ナンバ

ー１からナンバー12まで記載をしております。 

 事由が「定員変更」となっており、主に近年、新規に開設した保育園

で、初年度、３歳から５歳の定員が埋まりにくいことから、利用定員を

ゼロにしたり、下げたりしていたものを、低年齢児の進級により徐々に

定員が埋まってくることから、このタイミングで元にもどすものです。 

 そうした利用定員の事由以外に、ナンバー２「のはら保育園」は、令

和６年４月に新しい園舎に移転するということで、その移転のタイミン

グに合わせて利用定員を変更前の 61から変更後の 79名に増員するとい

うところや、ナンバー３、ナンバー４の「ウィズブック保育園」、東高円
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寺と高円寺南の両方ありますが、この２園が連携する考えを事業者がお

持ちであるため、利用定員をそれぞれ変更するものがあります。 

 続けて、２番目「特定教育・保育施設の廃止」です。こちらは先ほど

１枚目でご説明した内容と対になっているものです。 

 ナンバー１が既存の「ゆらりん荻窪保育園」、ライフサポート株式会

社が運営する施設については、設置者の変更により廃止となります。 

 続けて、ナンバー２「区立永福北保育園」も直営のものが民営化によ

り廃止となります。 

 ナンバー３についても、現在公設民営である「区立上高井戸保育園」

が完全な私立保育園になることで廃止として設定しております。 

 ナンバー４とナンバー５はそれぞれ廃止の案件になります。 

 ナンバー４の「上水保育園西荻分園」は０歳と１歳のみの園です。そ

の下のナンバー５の「ゆめの樹保育園たかいどにし」が０歳から２歳ま

での園となっております。 

 こちらはいずれも事業者様の意向により廃止となるものです。 

 廃止に当たっては、事前に廃止となることを周知するとともに、在園

されている方にも丁寧にご説明して、今後の預け先が困らないように支

援をしているところです。 

 続きまして、裏面の３番「特定地域型保育事業の廃止」で、「よくふう

保育園」の記載がございます。こちらは浴風会病院の事業所内保育事業

として運営しているもので、近年、利用者数がかなり減ってきていると

ころから廃止の申出がありまして、今回、記載しているところでござい

ます。 

 ４番目は、参考に「認可外保育施設の廃止」ということで、既に数年

前から計画している区の保育室の廃止や認証保育所の廃止について記

載しているところです。 

 最後、５番目、「参考」と書きました「病児保育施設の新設」が、先ほ

どの議題でも触れさせていただいた区内５所目となる病児保育室の開

設、令和６年６月になりますが、久我山地域に１園開設する予定です。 

 １枚目の資料４の表面に戻っていただけますでしょうか。 

 ３番、今ご説明した利用定員の設定、変更等の増減を表にまとめたも

のでございます。後ほど参照いただければと思います。 

 最後、一番下、４番目「令和６年４月１日時点における量の見込みと

確保量」ですが、以前の子ども・子育て会議で子ども・子育て支援事業

計画の冊子をお配りしていると思いますが、そこに掲載されている令和

６年４月時点の量の見込みと確保量を参考に再掲しているものです。そ

のため「子ども・子育て支援事業計画抜粋」といった表現としています。 

 私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

大山会長  子ども・子育て支援法に基づく利用定員の設定についてご説明いただ

きました。 

 利用定員に関して、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたしま

す。 

 では、よろしいでしょうか。 

 そうしましたら、大村副会長からご発言をお願いしてもよろしいでし

ょうか。 

大村副会長  先ほどの話ともちょっと重なるのかもしれませんが、今回、資料４の

１のところで、それぞれの園で利用定員の変更があったところが報告さ

れているのですが、幼稚園が減っています。先ほどの１個目の議題でも
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幼稚園の利用がすごく減っているという話があったのですが、あくまで

も量の話であって、幼稚園の利用者が減っているからだんだん幼稚園が

少なくなっていくという、それだけでいいのかなというのが正直ちょっ

とあります。 

 実は私も民営化の選定委員を今ちょうどやらせていただいておりま

して、いろいろな園を杉並でも見せていただきました。質という意味で

は、見た目はとてもきれいな園舎だけれども、子どもの最善の利益とい

う視点からすると、保護者の方はもしかしたらうれしいサービスや活

動、いろいろなことを習わせてあげますとか、そういうメニューがそろ

っているけれども、子どもたちが本当に生き生きと生活できているかと

か、先生方も生き生きとしていて連携が取れているかとか、そういった

ところを見ると、結構課題があるところも多くて、その質というところ

を杉並区全体としてもうちょっと考えていくべきなのかなといつも思

いながら見せていただいています。 

 民営化するということは、区立の園をお任せするということなので、

すごく責任の重いことだと思っておりまして、本当に最後の砦という

か、そこできちんとした園を選ばないと、区立の園で生活している子ど

もたちの生活が危うくなるという、そのぐらいの気持ちでやっていると

ころです。 

 さっきの幼稚園の話もそうですけれども、利用者が増えているか、減

っているかというだけではなくて、幼稚園はかなり古くからある園も

多々あると思いますが、そういうところでどんな保育実践が行われてき

ているのか。特に保護者の方が参加するイベントとか、子どもを任せて

保護者の方はあまり手をかけなくていいみたいなことが、もしサービス

ということになってしまうと、段々子どもへの関心が薄くなってしまう

のではと思います。昔ながらの園はその点結構いろいろやってきたとこ

ろもあり、保護者に関わってもらうことにどういう意味があるのかと

か、そういったことも含めて全体でもっと考えていく必要があるのでは

と思っています。幼稚園と保育園は違うので難しいのですけれども、交

流とか、勉強し合う場をもっとつくっていったほうがいいのかなと思っ

ているところです。 

 あとは規模の問題で、利用者が減っているから減らしているというこ

ともあると思うのですが、乳児期、２歳ぐらいまでは個別の関わりがす

ごく大事だと思いますが、幼児になってくると、大きくなればなるほど

仲間同士でいろいろなことを経験することが大事で、小さな集団であま

り問題が起きないことがいいことかといったら、実はけんかも含めても

っといろいろな経験をしたほうがいいということもあると思いますの

で、集団の規模、スケールを考えながら定員も考えていく必要があると

感じました。 

 以上です。 

大山会長  ありがとうございました。何かコメントがあればお願いいたします。 

保育課長  ありがとうございます。また、委員会に当たっては大変ご尽力いただ

いて、日頃から感謝しております。 

 まず、幼稚園の人数の減少等に関するご発言の部分ですけれども、杉

並区としても子どもの育ちというのは多様な受け止めが必要だと思っ

ておりまして、そういった中において、地域において長年幼児の教育実

践を行ってきた幼稚園は貴重な存在だと思っております。 

 そういったことも踏まえまして、実は２年前から幼稚園連合会から何
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名かご推薦いただいて、保育課と、杉並区において就学前教育支援セン

ターという、幼児の教育環境について、保育園、幼稚園、子供園を問わ

ず、そこの質を高めていく取組を行う機関が教育委員会にございます

が、そこと３者で今後の幼児教育をどう考えていったらいいのだといっ

た情報交換や意見交換をさせていただいております。 

 幼稚園からのご提案やご意見は非常に参考になることもありまして、

今後ともそういった交流も重ねながら、区としてもどの部分を支援した

り、連携していくことが杉並区の幼児教育の質を高める、あるいは杉並

区らしい幼児教育というものをしっかりつくっていけるのか、考えてい

きたいと思っております。 

 また、乳児の時期の個別の関わり、あるいは幼児期に入ってからの集

団での子ども同士の関わりも非常に大切な視点だと思っております。 

 そうした一方で、育ちの段階においては少人数での対応が、歳児に関

係なく、必要なお子さんも一定数いらっしゃるという、多様な特性のお

子さんも受け止められる環境も用意していく必要があるのかなと思い

まして、そういった点では保育の実情、一人一人のお子さんの状況を丁

寧にピックアップして、環境の設定を地域において展開していくことが

大切なのかなと改めて思わせていただきました。どうもありがとうござ

います。 

大山会長  ありがとうございました。関連して、ほかの委員の方からご質問、ご

意見等はございますか。 

根岸委員  保育の質に関して、園としては、私は他区で就学前健診だとかでお子

さんたちの診察と、皆さん、学校の先生方、幼稚園の先生方と話し合っ

て、どんなふうに就学していくべきなのかを相談をする仕事をさせてい

ただいたのですけれども、他区だと、保育士さんが「この子はこういう

課題があって、就学までに心配です」ということを指摘して、適切な指

導を受けられる場所をご案内できたり、「就学前相談にきちんと行って、

学校にどういうふうに楽しく通えるようになるのか一緒に相談してい

きましょうと、保育士さんから提案がありました」とおっしゃっている

親御さんが非常に多かったのが印象的だったのです。 

 今、私がこの区で担当させていただいている園だと、保育士さんがそ

こまで見られるかというとなかなか見られていないのが実情かなと感

じています。巡回相談があるので、そこで先生方も聞いていらっしゃる

こともあるのだと思うのですけれども、まだ足りないという印象を受け

ています。 

 小学校に上がってから、「園では何も言われてこなかった。でも、蓋を

明けてみたら学校生活がすごく大変です」とおっしゃって相談される方

がすごく多くて、学校に入るまでにステップアップとして、保育園や幼

稚園でどんなふうにお友達と関わって、どんなふうに学習指導をつくっ

ていって、社会に入っていくかというのが基礎になっていくので、そこ

の保育の質を高めてあげるためにも、発達特性のあるお子さんたちが増

えてきておりますので、そこの配慮の仕方、また、先生たちもどこに配

慮をしたらいいのかを分かりやすくするための巡回相談の充実があっ

たら、本当はよりいいのかなと感じました。 

保育施設担当

課長 

 ご意見、ご提案ありがとうございます。今ご指摘いただいた小学校と

の連携を強化するということは本当に大切な視点だと思います。頂いた

ご意見を踏まえて、今後の区の対応を検討してまいりたいと思っており

ます。 
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 今お話しいただいた巡回訪問については、心理専門職が各園を巡回さ

せていただいて、いろいろな相談に乗っております。その相談の中で、

学齢期の学校との連携の在り方や可能性を今後検討していきたいと思

っております。 

中村委員  先ほど保育の質とかに関してのアンケートを取るというお話も伺っ

たのですけれども、保護者の方とか園内の方だけではなくて、地域の方、

例えば私は公園が近いものですから、時間が来ると家の前を数園の保育

園さんが毎日のようにぞろぞろ歩いていかれて、引率している先生方の

ご様子が園によって随分違っているのですね。そういうのを見ると、「こ

こはちょっと」とか、子育てをした経験上からいくと、「あの手の引っ張

り方はどうなんだろう」ということがあります。本当に毎日通っていか

れる場所なので、地域の者は見ているぞ、みたいなところはちょっとア

ピールして、「こんにちは」とは言ってはいるのですが、そういうちょっ

とした意見とか、アンケートといいますか、何かしらの形で聞いていた

だけたらいいのではないかなと思っています。 

 それから、私が今危惧しているところが、善福寺川緑地公園は広いの

ですけれども、遊具はあまりない公園です。ちょうど遊具があるとこと

に、保育園さんが５園ぐらいあちこちから集まって遊びにきているので

すが、ちょうどそこで何か工事が始まるらしいと。本当に遊具のすぐ隣

のところから壁を造って工事を始めるみたいなお話が今出ていて、工事

をすることに関してはやらなくてはいけないことだと思うのですけれ

ども、ただ、そこに遊びに来ているお子さんたちに不利益なことがあっ

たらかわいそうだなと思っております。そういうところも少し杉並区で

調べていただけたらありがたいと思っております。 

保育施設担当

課長 

 ご意見ありがとうございます。まず前段の地域の方からのお声といっ

たところですが、保育課にも地域の方からお声を頂くことがございま

す。例えば園児の声がうるさいとか、そういうこともありますが、委員

からご意見いただいたような、ちょっと心配と思われる点を地域の方か

ら頂くこともあります。その場合にはすぐに保育課から園に対して情報

を共有して、確認するということを繰り返しているところです。それか

ら、各園自体も地域の中の保育園ということで、近隣の方との連携に力

を入れており、例えば、催し物を開催したり、交流の機会を設けたりと

いったことをそれぞれの園で実施していると認識しております。 

 ご提案いただいた地域の皆様へのアンケートという形はちょっと難

しいかもしれませんが、区としても今申し上げた姿勢で今後も取り組ん

でいきたいと思っておりますので、お気づきの点等がありましたら保育

課までご連絡いただければと思います。 

子ども政策担

当課長 

 河川改修工事に関しまして、善福寺川緑地公園周辺で工事を行ってお

ります。対応する区の組織としましては、都市整備部内の土木所管が関係

部署になりますので私から情報提供させていただきます。 

保育課長  おっしゃった意図については、安全の確保もあると思いますし、その間

の子どもの遊び場をどうするかといった観点かと思います。地域におい

て中核園の取組で園庭開放を行っております。周辺の園も協力し合える

ような日頃の関係もそこでつくっておりますので、ぜひそういったとこ

ろも活用しながら、日頃その公園を使っているお子さんたちがしっかり

遊び込めるようなところは確保してまいりたいと思っております。 

四童子委員  保育の話とは異なりますが、先ほど公園の遊具の話が出てきました。

皆さんは公園の遊具というと、ブランコであるとか、砂場、滑り台を想
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像されると思いますが、実はその全てを障害児が利用できるわけではな

いということを皆さんに知っていただきたいです。 

 私の子どもがブランコに一人で乗ることができるようになったのは

６歳を過ぎてからです。どういうことかというと、座って両手でしっか

りとチェーンを持って自分の体重を支えることができませんでした。 

滑り台を一人で使用できるようになったのは７歳を過ぎてからです。高

い階段を１人で登れませんでした。だから、公園に行っても遊具で子ど

もを遊ばせることができない。周りの子どもにも迷惑が掛かるという実

情があります。実はそういう子どものためにインクルーシブな遊具を 23 

区でも導入している、例えば品川区の例があるので、ぜひインクルーシ

ブな遊具を区内の公園に導入して欲しい。障害児を公園遊びから取りこ

ぼさないでいただきたいというお願いです。どうぞよろしくお願いいた

します。 

子ども家庭部

長 

 ありがとうございます。 

 公園の遊具については、みどり公園課が子どもの意見を公園にどう取

り入れていくか、さらに歩を進めて真剣に考えるということを今やろう

としています。そのときには間違いなく障害のあるお子さんについても

視野に入ってくることだろうと思います。 

 当然、ダイナミックな遊びを好まれるお子さんもいらっしゃいます

し、その辺のバランスがいろいろ難しい点もあると思いますけれども、

今日この会議で頂いたご意見は公園の部署にはお伝えしたいと思って

いますし、総合計画・実行計画の「誰もが利用しやすい公園改修」とい

う項目の中にも、インクルーシブ遊具の設置について検討していきます

という記載がありますので、頂いた視点も含めて、全ての子どもに優し

い杉並区ということをしっかりみんなで考えていきたいと思っていま

す。 

四童子委員  ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

佐藤委員  少しお話が保育の質のところに戻るのですが、今、５歳の娘を育てて

いる当事者として感じているところが、今まで杉並区の保育園を３園経

験しておりまして、例えば細かいところですと、アプリを使っている、

使っていないです、保育園と保護者とのコミュニケーションの量だった

りが大分変わってくるなと感じています。 

 アプリを使っていない保育園とのやり取りだと、どうしてもこちらか

らの情報提供も少なくなってしまいますし、園での様子も分かりづらか

ったなという印象があるので、そこの最低限の基準みたいなところをも

う少し整備していただけると、質を全体的によくしていくことができる

し、そういうところを決めていただけるとよりよいのかなと思いまし

た。 

 あと、先ほど就学前健診のお話が出たので、１点気になったところを

お伺いできればと思うのですが、娘が就学前健診を受けた小学校で、内

科健診のときに上半身全て衣服を脱いで健診をしたのですね。幼児の段

階でもプライベートなパーツについて結構絵本でもお話をするので、衝

立みたいなのはあったのですけれども、着替えるスペースでは何人かで

着替えるということがあって、いきなり知らない子たちの前で全部脱ぐ

のは少し抵抗があって、ちょっと戸惑いがあったように見えました。ほ

かの小学校の様子を聞くと、衣服は少しめくってやったというお話を伺

ったので、その辺りはどうなっているのかなと思いました。 
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保育施設担当

課長 

 ご意見ありがとうございます。前段のアプリを使った連絡方法等につ

いて大変便利に感じられたと思いますし、今、紙の連絡帳で書いてとい

う園もあるのは認識しているところです。 

 区としても基本的には保護者の皆様との連携の充実という視点で、例

えば事業者を選定するに当たってその取組を聞いています。ただ一方

で、紙の連絡帳のよさを感じている事業者の方、あと保護者の方もいら

っしゃいますので、そこは各園のやり方で保護者の方との情報共有や連

携を充実させるという視点が大事だと思います。 

 現時点でアプリを前提にするなど、そうした基準まで区が決めるのは

難しいですが、保護者の方とお子さんの様子をきちんと共有するという

視点は大変重要だと思っておりますので、機会を捉えて各園に周知等を

していきたいと考えております。 

大山会長  ほかはいかがでしょうか。 

高田委員  保育の質の議論が発生しているのですけれども、私は、平成 24 年生

まれで平成 25 年の４月に入園をした娘がいまして、今でも覚えている

のですけれども、そのとき杉並区のここの前で保育園に入れないお母さ

ん方のデモが起きたのですよね。私は幸いにして入れていたのですけれ

ども、そのときちょうど労働を続けたいという人たちと保育園の数がア

ンマッチしたことが重なっていたのだなと思うのですが、それが今は待

機児童ゼロになって、量の議論から質の議論に移っているということは

本当に親としてもすごくよかったなと思っております。 

 結果的に保育園に入る人数が増えたことによって、自分もそうですけ

れども、もともと同じ病気を持っている母親とかに話を聞くと、私より

も上の世代は働きながら子どもを預けるということを考えもしません

でしたみたいな話が出たりして、時代の流れによって、選択肢の中に保

育園に入れることを考えている人が増えてきているのではないかと思

っています。それによって多様な子どもが、それこそ発達特性とかも含

めて、いろいろなお子さんだったり、いろいろなご事情がある方々が増

えているのではないかと思っていて、保育士側の負担も結構高いのでは

ないかと懸念しています。 

 それは給与であったり、簡単に計れるようなものを上げることも必要

だと思うのですけれども、会社で言うと産業医面談みたいな形でフォロ

ーアップしたり、研修を業務として当てられたり、そういう選択肢が保

育園でも取れるようにしていっていただくと、持続可能性がある保育園

の運営に近づいていくのではないかと思います。 

 保護者としてはもちろん保護者をフォローしてほしいし、子どもの保

育というところは一番重要だとは思うのですけれども、保育士さんとい

う存在がいなくなってしまうとまずい部分があるかなと思います。民営

化も結構負担がかかると思っているので、区としてもぜひ就労を支援す

るような施策を打っていただけると、安心して子どもを預けられるなと

思っていますので、ご検討いただけるとうれしいです。 

保育施設担当

課長 

 ご意見、ご提案ありがとうございます。触れていただきました待機児

童緊急事態宣言に至る平成 25 年あたりのお話から、区としても待機児

童が今後かなり増えてしまうといったところで、平成 28 年に保育緊急

事態宣言を出させていただいて、保育園をたくさんつくってきたところ

です。 

 その結果、待機児童の解消は継続しているところですけれども、いろ
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いろな園が増えておりますので、保育への質の向上は大変重要なテーマ

の１つということで、この間、ご説明しているいろいろな取組を実施し

てきているところです。 

 その中で、保育士の処遇や働きやすさというところも大変重要な視点

であると思っています。一義的にはそれぞれの事業者が自園の保育士、

自社の保育士の処遇を働きやすい職場にするという姿勢を持つことが

必要だと思っております。 

 その中で、区としてできる支援、例えば園長経験者による巡回訪問で

保育士の働きぶり見たときに、少し表情が暗いなとか、人数が少し足り

ていないのではないか、そういった状況をキャッチアップし、事業者に

状況を聞き取るとか、そういったことをこの間繰り返しているところで

ございます。 

 区としても、杉並区の保育園で一緒に働いていただいている保育士は

今後も大切にしていきたいと思っておりますので、このような取組を通

じて継続してまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

大村副会長  先ほどの佐藤委員からお話がありました、保育園によってコミュニケ

ーション量が異なるというお話ですけれども、アプリを使っている園も

確かに増えてきて、とても便利だし、自分の見たいときに見たい情報や

書きたいことが書けるという利便性はすごくあると思います。一方で、

基本的に自分のお子さんの情報だけのやり取りやそのクラスの保育内

容を聞くのみになってしまい、例えば昔ながらの園だよりのように、写

真を用いて掲示してあるものを見ることで、「大きくなったらこんなこ

とをするんだな」とか、ほかのクラスを見ることで分かること、育ちの

見通しが持てたり、楽しみが持てたり、それを子どもと共有したりとい

う側面もあったりすると思います。それがアプリなのか、紙なのかとい

うことはあると思いますが、どうしてもアプリになると個人情報のこと

があるので、情報が狭くなりがちなところがあると思います。 

 ですが、紙の形でいろいろなクラスのことが見えたりすると、そうい

った効果もあったりして、園としても保育の内容を理解していただくと

いう意味では自己評価にもつながるので、保育の質の向上という意味で

はそれが意味を持つこともあったりします。どちらがいい方法かという

よりは、両方ともうまく使って、自己評価をしながら保育の質を高めて

いく取組が今すごく大事だと言われていますので、ちょっと補足させて

いただきます。 

大山会長  大村副会長からは特に事務局のコメントはよろしいということです。

その旨の説明ということでご理解いただければと思います。 

佐藤委員  先ほどの就学前健診のことについて、何かもしお分かりでしたらお伺

いしたいのですけれども。 

子ども家庭部

長 

 お答えが漏れていまして、すみません。就学前健診のことについて、今

事務局にそのことについて詳しく分かる者がいませんが、頂いたご指摘

はとても大事なことと思っております。担当は教育委員会になると思い

ますが、そちらの部署に確認をさせます。ご指摘のあったようなことがあ

るとすれば、それは問題意識を持たなければいけないことだと思います

ので、その辺は確実に担当する部署にお伝えをさせていただきます。 

佐藤委員  ありがとうございます。 

小俣委員  今の議題から少しそれてしまうかもしれないのですが、保育のところ
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で先ほど当事者の方から頂いたご意見が、支えている側の賃金のことを

言っていただいたり、支えている側の応援のお言葉を頂いたところで、

広場でお伝えしたいのですが、広場事業者はひととき保育も運営してい

る事業者となっております。かかる人件費や質を保つというところを、

プラザで行われている一時預かりと同じく、検証をしていただき、更に

コミュニケーションを取っていただけたら大変ありがたいと思ってお

ります。 

一時預かり、ひととき保育のほうももちろん検証していただいており

ますが、その中での賃金や質を保つというところでも、またいろいろと

コミュニケーションを取っていただけたら大変ありがたいです。 

 今後、育休の方々、先ほどの６か月以降の支えの場にも社会資源とし

てなっている場でもありますので、そこでの質も一緒に担保していただ

けたらありがたいと思います。 

子ども家庭部

長 

 今、皆さんから頂いた保育の質の確保、また、子育て支援サービスの

質の確保というところには、それを支えていただいているケアワーカー

の方たちの処遇をどう高めていくかということは、欠かせない要素だろ

うと思っております。 

 具体的にどこをどうするということについて、今日この場ではなかな

か威勢よく言えないところはご理解いただければというところですが、

ただ、これから国を挙げて「こどもまんなか社会」を進めていこうとい

う機運でもあり、保育士の配置基準の話も国から具体的に出てきたとこ

ろでもあります。 

 国、東京都、また杉並区、関係する行政機関がその方向性で何ができ

るかを真剣に考えるフェーズに入ってきているとかなり強く感じます。 

 子ども家庭部ということで言えば、私たちにとってもすごく追い風で

あろうと思っていますし、子ども・子育て会議の場で色々な方面のご意

見を頂いているということも、それがこの地域の未来を考えていくとき

にとても大切だということだろうと思っています。それぞれいろいろ課

題はありますが、そういう方向でしっかりやっていくということについ

ては、区長以下、杉並区としてもそういう思いでございますので、ぜひ

また引き続きご意見をいただければと私としては思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

大山会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ご発言ありがとうございました。それでは、「教育・保育施設及び地域

型保育事業における利用定員の設定について」は了承といたします。あ

りがとうございました。 

 事務局からそのほか連絡事項があればお願いいたします。 

子ども政策担

当課長 

 それでは、次回の日程等についてお知らせをさせていただきます。 

 次回、第４回目の会議につきましては、年間スケジュールでいきます

と、３月中旬を予定しております。後日また委員の皆様方に日程を確認

させていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

大山会長  円滑な進行にご協力いただきまして、感謝申し上げます。皆様、お疲

れさまでした。 

 それでは、これをもちまして第３回子ども・子育て会議を終了いたし

ます。ありがとうございました。 
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